
 

イギリスに王子が誕生しましたので、今号では各国の子育て支援、とりわけ産前

産後の支援策を、比較してみた図を載せました。ヨーロッパは、総じて手厚いと

ころが多く、米国は全くありません。そんな中、私が厚生労働担当だった時にも、

育児休業の延長や、男性も育児休暇をより取れるよう、法改正をしてきました。

働きたい女性が、働き続けることが出来る子育て支援を、これからも目指してい

く必要があると考えています。 

                       諸外国の育児休業給付    （平成 25年 7月 16日現在） 

日本 スウェーデン イギリス ア メ

リカ 

●給付率（非課税）                  

休業前賃金の 50％                   

●給付期間              

子が 1歳（*）に達

する日まで 。                                

*（子が 1歳を超え

ても休業が必要と認

められる一定の場合

は、1歳 6か月）。                 

但し、夫婦ともに育

児休業を取得する場

合は、1歳 2か月ま

での 1年間取得可能                 

●財源                     

雇用保険              

●その他                  

本人負担分及び事業

主負担分の社会保険

料免除 

●給付率（課税）及び給付期間 
・完全両親休暇                            

390日までは育児休業により得
られなかった給料の 80％（下限
180クローナ）を給付。 残り 90

日は、定額給付で一日 180クロ
ーナ。（1クローナ＝約 15円）                                  
・部分両親休暇                            

完全両親休暇と合わせて 480日
の範囲で、原則、従前所得の 80％
（両親給付）をベースに、勤務時

間と所得の減少分に応じて比例
的に給付額を算定。390日を超え
た分は定額給付（180クローナ）。 

●財源 一般保険（国民保険）。事
業主が支払う社会保険拠出（支払
給与の 2.2％） 

●その他  2年半以内に次の子ど
もを生むと、復職して労働時間を
短縮していても、前の子の出産直

前の給与の 8割を保障 

休業給付、賃金支払義務はなし                                                                    

○法定出産手当金 

   (Statutory Maternity Pay)          

独自に給付を行っている事業主に

雇用されている場合は、最長 39

週間まで。 最初の 6週間は平均所

得の 90％を、残りの 33週は週

123.6ポンド（1ポンド＝約 150

円）か平均所得の 90％の少ない方

の額が事業主から支給。                                               

○出産手当金 

   SMPを受給できない者（自営

業者など）を対象とした手当。出

産予定日前 15週より最長 39週ま

で給付。週 123.6ポンドか平均所

得の 90％の少ない方の額を雇用

年金省より支給。（税と社会保険料

を支払っている場合、受給可能） 
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本資料は、子ども・子育て新システム検討作業会議グループ 基本制度ワーキングチーム第 4年 11月回 資料 2（平成 22１５日）を基に
作成した雇用保険課資料より岡本みつのり事務所にて抜粋。 
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参議院議員選挙では、愛知県で多くの皆様に、民主党の候補を応援していただき、投票していただ

きました。民主党は、結党以来の少ない議席数となりましたが、ここで政治が終わるわけではありま

せん。公共事業や、金融緩和頼みの経済政策では、社会保障や雇用政策のひずみは必ず出てきます。 

 

 頑張る人が、報われる社会であり、様々な事情で頑張ることのできない人が、その人らしく暮ら

せる社会を目指し、「これからを支える」存在でありたいと、考えています。 

 

投票していただいた皆様の重みを噛締めながら、日々研鑽を、重ねていきたいと思います。 


